
～国税庁ホームページ  

 e-Tax・書面提出の選択やパソコンの環境確認などの画面に順次進みますので、

画面の案内に従って操作し、            画面へ進みます。 作成する申告書等の選択 

 Ⅱ e-Taxでデータ送信 又は 印刷して税務署に郵送等で提出します。 

※ お使いのパソコン等の環境により、国税庁ホームページを利用して申告書を作成することができない場合があります。 

  

 Ⅰ 生年月日や贈与により取得した財産などを入力します（17ページ参照）。 

○ 国税庁ホームページにおける贈与税申告書の作成方法は、次のとおりです。 

国税庁ホームページへアクセス！ 
贈与により取得した財産などを入力！ 

税額が自動計算され申告書作成に便利！ 

 

 Ⅱ 申告書の作成例等 

１ 「国税庁ホームページ」を利用した申告書の作成 

 

 

「ご利用ガイド」をクリックする

と、【作成の流れ】、【入力例】や

【ご利用になれない方】などが確認

できます。 

 

【入力例】 

 「確定申告書等作成コーナー」で

申告書を作成する場合の具体的な入

力例について、この冊子に記載のな

い事例も含めて掲載しています。 

 

【ご利用になれない方】 

 相続時精算課税を選択し、特定贈

与者が５名以上いる場合や住宅取得

等資金の非課税の適用を受ける財産

の贈与者が３名以上いる場合など、

「確定申告書等作成コーナー」をご

利用になれないケースについて掲載

しています。 

 

◆ 詳しくは、「ご利用ガイド」を

ご確認ください。  

ご利用ガイド 

 

●ページへ 16ページへ 
 

 

 国税庁ホームページトップの「令和２年分 確定申告特集」のバナー

から、「令和２年分 確定申告特集」ページに進み、 

      「確定申告書等の作成はこちら」をクリックします。 

14

(ﾊ) 田畑又は山林 

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してくだ

さい。）に一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算し

ます。 
ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して

家屋の評価については次のとおりです。

計算します。 

ロ 家屋 

ハ 森林の立木 

原則として、樹種、樹齢別に定めている標準価額（標準価額は国税庁ホームページ

【https://www.nta.go.jp】で確認することができます（財産評価基準書　路線価図・評価倍率表

【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。）を基として評価します。
 
ニ 事業用の機械、器具、農機具等 

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。 
 
ホ 上場株式 

原則として、次の(ｲ)から(ﾆ)までの価額のうち、最も低い価額により評価します。 
(ｲ) 贈与を受けた日の終値 

(ﾛ) 贈与を受けた月の毎日の終値の月平均額 

(ﾊ) 贈与を受けた月の前月の毎日の終値の月平均額 

(ﾆ) 贈与を受けた月の前々月の毎日の終値の月平均額 
（注） 上場株式を負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得日におけ

る最終価格（終値）によって評価します。 
 
へ 取引相場のない株式、出資 

原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、次のような方式

により評価します。具体的には「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」（評価明細書の様式

は国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードすることができます。）を用い

て評価します。 
(ｲ) 類似業種比準方式 

(ﾛ) 純資産価額方式 

(ﾊ) (ｲ)と(ﾛ)の併用方式 

(ﾆ) 配当還元方式 
 

ト 家庭用財産・自動車 

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。 
 
チ 書画・骨とう等 

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。 

※ 贈与財産の評価に当たって作成した評価明細書は、贈与税の申告書に添付してください。 

 自 用 家 屋

貸 家

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してく

ださい。）により評価します。

原則として、固定資産税評価額から、固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じ

た価額を差し引いて計算します。
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 ➌ 作成開始 

            画面へのアク

セス方法については、15ページを参照して

ください。 

画面で、贈与税を選択します。  ➊ 作成する申告書等の選択 画面で、贈与税を選択します。 

 申告書の種類を選択する画面です。  

 贈与税の申告書を作成する方は、 

   ・   

      をクリックしてください。 

作成する申告書等の選択 

 

➋ 贈与税の申告書の作成を開始する前に 

※ 

 はじめに 

 贈与税の申告書を作成する方は、        

            を 

       クリックしてください。 

 
土地（地目が宅地）の贈与を受けた方

で、路線価方式により評価を行うなど、

一定の場合に該当する方は、「土地等の

評価明細書作成コーナー」を利用して財

産の評価を行うことができます。 

参考 

           を 

       クリックしてください。 
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                       【事例４】相続時精算課税を適用する場合             34ページへ 

         【事例５】住宅取得等資金の非課税を適用し暦年課税を選択する場合 42ページへ 

 ➊ 画面で、生年月日などを入力します。 

 ➋ 取得財産の入力 画面で、課税方式などを選択して入力を開始します。 

 作成する申告書等の提出方法を選択して

ください。 

 申告される方（財産を取得した方）の生

年月日を入力してください。 

 入力した生年月日により、令和２年１月

１日において20歳以上であるか判定しま

す。 

 入力が終わったら、       をク

リックしてください。 

 Ⅰ 生年月日や贈与により取得した財産などを入力します。 

                       【事例１】暦年課税（特例税率）を適用する場合          24ページへ 

☞ 以下の各ボタンについては、この手引きに具体的な入力例を掲載しています。 

※１ 住宅取得等資金の非課税  …66ページ参照 

 ２ 贈与税の配偶者控除の特例 …65ページ参照 

 ３ 相続時精算課税      …４ページ参照 

 住宅取得等資金の非課税（※１）の適用

を 受 け る 金 額 を 入 力 す る 場 合 に は、   

を       をクリックします。 

 贈与税の配偶者控除の特例（※２）の適

用を受ける財産を入力する場合には、   

を         をクリックします。 

 相続時精算課税（※３）の適用を受ける

財産を入力する場合には、           

をクリックします。 

 一般の贈与（暦年課税）の財産を入力す

る場合には、        をクリック

します。 
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